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榔
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ま
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議
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の
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。
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誕
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追
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ま
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曲
替
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等
V
れ
よ
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・
し
て
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都
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と
れ
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め
る
ζ

と
に
し
之
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大
体
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よ
う
W
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い
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し
た
い
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息
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ま
す
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れ
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郵
巽
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り
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ん
か
。
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あ
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叢
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を
会
顕
い
す
る
と
と
忙
い
た
し

を
し
た
。
-

そ
@
前
V

料
、
一
宮
、
会
貌
い
の
曾
棄
を
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
安
す
。

ζ
@
た
い
び
、
関
東
市
議
会
語
長
会
及
び
全
国
市
語
会
聾
長
会
か
ら
、
品
特
語

圏
実
、
裏
面
勝
一
一
憲
議
員
、
近
藤
好
雄
議
員
、
渡
辺
昭
夫
種
員
、
流
出
源
次
郎
語

、
会
員
、
石
井
輝
久
鶴
員
、
石
井
武
敏
種
員
、
和
国
一
一
郎
蟻
員
が
そ
れ
ぞ
れ
永
年

齢
制
鶴
自
治
功
労
の
表
彰
φ
梨
、
に
浴
さ
れ
ま
し
た
と
と
は
、
蹴
に
侮
問
鹿
慌
た

え
さ
せ
ん
。

と
と
V

件、

B
頃
の
郵
尽
力
wh
対
し
感
越
い
え
し
ま
す
と
と
も
に
心
か
ら
お

p

旗
い
を
由
申
し
上
げ
、
今
後
と
も
市
故
発
展
の
た
め
、
御
支
援
、
御
協
力
蝿
h
y

語
、
ま
す
主
ラ
金
額
い
れ
申
し
上
げ
を
す
。

官
、
ぎ
て
河
本
日
、
提
案
い
た
し
ま
す
案
件
は
、
条
例
讃
寮
三
件
、
補
正
予
算

ニ
件
で
あ
b
p
ま
す
。

き
ず
、
霊
祭
第
三
十
七
号
館
山
市
盟
民
健
康
保
険
税
条
例
の
二
慨
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
で
あ
h
p
ま
す
が
、
そ
の
前
K
本
年
度
本
算
定
の

議
礎
と
念
h
p
を
す
調
定
見
込
頓
の
算
出
に
つ
い
て
御
説
明
い
た
し
を
す
。

昭
和
五
十
五
年
度
国
民
健
康
保
験
会
衝
は
、
出
納
閉
鎖
の
結
果
、
一
億
千

四
百
万
余
円
の
差
引
裏
金
を
生
じ
、
昭
和
五
十
六
年
度
へ
繰
グ
越
す
ζ
と
v
h

念
努
を
し
た
。
と
の
繰
越
金
の
処
分
で
ど
ざ
い
ま
す
が
‘
す
で
伊
作
品
調
初
予
算

v
h
h
g

い
て
玄
千
万
円
を
計
上
し
、
税
の
経
訟
を
図

A
J

て
象
る
と
と
ろ
で
あ
り

- 、

vτ 、-
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ま
す
が
、
残
h
y
六
千
万
余
円
の
う
ち
こ
千
万
円
を
税
@
軽
減
に
充
義
し
、
四

千
万
円
を
財
政
運
営
の
健
全
化
を
図
る
た
め
、
基
金
柁
積
み
立
て
た
い
と
場

え
て
h
s
h
y
-
-
す。

ざ
ら
V

件
、
本
年
度
当
初
予
算
K
医
療
費
改
定
分
と
し
て
一
一
¢
を
保
険
給

付
費
に
含
め
算
出
し
て
多
h
y
ま
し
た
が
、
襲
備
の
引
き
下
げ
等
を
考
慮
し
‘

4

医
療
費
改
定
分
を
三
省
程
度
と
見
込
み
‘
差
し
引
き
八
¢
程
度
安
保
験
給
付

費
主
h
F

援
額
し
、
と
の
減
額
に
対
応
す
る
保
険
税
位
五
千
五
官
七
十
七
万
七

千
円
で
、
先
伊
作
品
申
し
上
げ
を
し
た
操
越
金
二
千
万
円
と
合
わ
せ
た
額
七
千
五

言
七
十
七
万
七
千
円
を
本
算
定
時

k
b
け
る
保
険
貌
経
減
の
原
賓
と
い
た
し

た
い
と
思
う
の
で
る
h
y
ま
す
.

と
の
結
果
、
当
初
予
算
で
計
上
し
た
一
現
年
度
鶴
親
分
λ
韓
四
千
三
百
十
八

万
千
円
か
ら
、
七
千
五
百
七
十
七
万
七
千
円
を
浪
額
し
た
額
七
億
六
千
七
百

四
十
万
四
千
円
を
予
算
額
と
し
、
収
納
割
合
を
勘
案
い
え
し
ま
し
て
関
定
額

八
億
七
百
七
十
九
万
四
千
円
を
見
込
ん
だ
わ
け
で
あ
b
y
を

す

.

一

本
年
度
の
本
算
定
v
h

£
る
調
定
見
込
績
を
λ
億
七
宮
七
ゆ
九
芳
毘
千
円
と

す
る
舵
紙
、
標
説
限
度
額
を
超
え
る
切
也
知
額
二
億
五
千
丸
哲
三
十
四
万
円
‘

低
所
得
者
に
対
す
る
条
例
第
十
二
条
の
軽
滋
額
千
九
百
十
八
万
八
千
円
を
見

込
み
ま
い
す
と
‘
醸
説
龍
績
と
し
て
は
十
億
八
千
六
百
二
十
二
万
二
千
円
と
念

h
p
、
は
じ
め
て

λ
億
七
百
七
十
九
万
四
千
円
の
調
定
が
可
能
と
い
う
と
&
に

念
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

と
の
梶
税
能
額
を
、
所
得
割
額
、
資
産
割
額
、
被
保
険
者
均
等
割
誼
及
び

滋
帯
創
平
等
樹
績
に
配
分
し
、
謀
説
す
る
わ
け
で
あ
h
y
さ
す
が
、
所
得
鶴
@

算
出
基
準
と
守
@
市
民
税
所
得
割
ー
蔀
額
は
二
億
三
千
四
百
八
十
七
万
華
・
司

貴
重
輔
の
集
隊
基
準
と
念
る
国
定
資
意
説
樟
績
は
二
億
六
千
五
百
十
三
万
九

千
一
円
で
あ
り
ま
す
。

-1-



被
保
険
者
総
数
は
二
万
五
千
四
百
十
人
、
被
保
積
者
世
帯
龍
教
は
九
千
三

百
六
機
帯
で
、
と
れ
ら
を
業
分
の
碁
単
と
し
、
本
・
年
度
の
配
分
割
合
で
試
算

し
?
案
分
率
を
決
定
す
る
わ
け
で
あ
h
y
ま
す
が
‘
と
の
結
果
、
所
得
離
宮
分

の
二
百
二
十
玄
、
資
産
制
百
分
の
玄
十
、
被
保
陵
著
均
等
割
一
万
八
宮
内
、

世
帯
別
平
等
割
一
万
六
千
二
百
円
と
念
h
y
ま
す
。

健
き
を
し
て
、
改
正
条
例
舵
つ
い
て
願
次
郵
説
明
い
た
し
ま
す
.

第
二
条
の
改
正
は
、
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
限
度
額
の
規
定
で
あ
り
ま

す
が
、
医
療
費
の
上
昇
、
被
保
険
者
の
所
得
の
場
加
が
続
い
て
い
る
乙
と
等

忙
か
ん
が
み
、
応
能
負
担
の
高
か
ら
被
保
故
者
聞
の
負
担
の
均
衡
を
鹿
る
た

め
、
地
方
説
法
第
七
苔
三
条
の
西
第
四
演
の
改
正
が
あ
り
、
そ
れ
を
受
悼
り
て

こ
十
四
万
円
を
二
十
六
万
円

K
引
き
上
げ
主
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
を
す
。

第
三
条
の
改
正
は
、
所
得
舗
の
案
分
歯
車

K
つ
加
で
、
百
分
の
二
百
二
十
を

省
分
の
二
百
二
十
五

K
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

第
玄
条
の
改
正
は
、
被
保
険
者
均
等
割
額
を
一
人
に
つ
き
九
千
円
を
一
万

八
百
円
に
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
る
h
p
ま
す
・

第
五
条
の
こ
の
改
正
は
、
様
帯
別
平
等
割
額
を
一
山
富
帯
に
つ
き
一
万
r
A
千

円
を
一
万
六
千
二
百
円
w
R
m
引
き
上
げ
主
う
と
す
る
も
の
で
あ
h
y
ま
す
。

第
十
二
条
第
二
号
の
改
正
は
、
低
所
得
者
K
対
す
る
国
民
健
康
保
験
寝
の

四
割
滋
額
の
規
定
で
あ
h
y
ま
す
が
、
滋
額
の
基
準
と
念
る
被
保
険
者
vh
乗
ず

る
金
額
を
十
七
万
円
か
ら
十
七
万
五
千
円
に
引
き
上
げ
主
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
・

隊
問
第
七
項
の
改
正
は
、
昭
和
五
十
六
年
度
限
歩
の
観
み
か
え
規
定
で
あ

h
y
ま
す
.
第
十
二
条
は
、
低
所
得
者
に
対
す
る
菌
民
健
康
保
険
税
の
減
額
。

規
定
で
あ
h
y
、
同
条
中
wh
滋
額
の
基
準
と
な
る
額
と
し
て
「
法
第
三
百
十
四

条
@
ニ
第
二
項
に
規
定
す
る
金
額
」
と
あ
・
9
を
す
が
、
と
れ
は
個
人
市
民
説

省長

/四‘・ w

の
基
礎
控
除
額
の
と
と
で
あ
・
9
4
Z

す
。
昭
和
五
十
六
年
度
は
、
個
人
市
民
税

の
基
礎
控
除
額
二
十
二
万
円
の
引
き
上
げ
が
念
さ
れ
な
か
っ
た
が
令
国
民
健

康
保
険
税
舵
念
い
て
は
‘
昭
和
玄
十
六
年
度

K
限
h
y
.

減
額
の
基
単
と
念
る

借
入
宮
市
民
務
の
基
礎
控
除
相
当
績
を
二
十
三
万
円
と
す
る
と
と
と
し
、
儀
所

得
者
腐
の
負
担
の
軽
減
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
を
す
。

附
郎
に
つ
い
て
は
、
そ
の
施
行
期
日
を
公
布
。
白
か
ら
と
し
、
適
用
区
分

K
つ
い
て
は
昭
和
五
十
六
年
度
分
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
昭
和
五
十
五

・
年
度
分
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
税
K
つ
い
て
は
‘
従
前
の
と
か
h
y
と
す
る
も

の
で
あ
h
y
愛
す
。

次
W

札
、
議
案
第
三
十
八
号
館
山
市
越
地
原
一
号
藤
林
道
舗
装
事
業
分
担
金

徴
収
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
で
あ
h
y
ま
す
が
、
林
業
生
産
の
基
盤
整
備
、
:
森

林
資
源
の
開
発
剰
用
促
進
の
た
め
、
神
余
地
内
の
林
道
を
林
業
基
本
法
舵
基

づ
き
舗
装
事
業
と
し
て
実
施
す
る
ζ

と
一
舵
伴
う
受
益
者
負
担

K
つ
い
て
‘
分

担
金
徴
収
条
例
を
一
新
た
に
制
定
し
£
ラ
と
す
る
も
の
で
る
'
ま
す
@

次
伊
料
、
議
案
第
三
十
九
号
館
山
市
都
市
計
画
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ

-w
て
で
あ

P
ま
す
が
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
自
に

経
済
部
の
中

K
都
議
能
面
腺
を
新
接
し
た
と
と
舵
停
い
ま
し
て
、
従
来
建
設

醜
で
取
・
9
植
添
っ
て
b
h
y
ま

ιた
鍍
由
帝
都
市
計
画
審
議
会
の
庶
務
を
務
官
叩
箭

諸
問
課
へ
移
管
し
主
う
と
す
る
も
の
で

4
e
bま
す
，

次
V

料
、
議
案
第
鴎
十
号
昭
和
五
十
六
年
度
館
山
事
一
般
会
野
補
正
予
算
第

一
一
一
号
で
あ
h
p
ま
す
が
、
歳
入
歳
出
予
算
。
補
正
&
し
を
し
て
歳
入
歳
蕗
そ
れ

ぞ
れ
千
六
百
四
十
六
矛
先
千
円
を
追
加
仁
、
欝
額
九
・
す
二
億
二
千
お
喜
一
二
十

万
七
千
円
と

L
よ
ラ
と
す
る
も
の
で
あ

b
ま
す
e

歳
出
の
内
容
と
い
た
し
を
し
て
は
、
衛
生
費
w
R
h
x
き
を
し
て
、
か
ね
て
か

ら
選
定
作
業
を
進
め
て
お
り
ま
し
た
と
み
処
理
場
建
設
用
地
に
つ
き
ま
し
て

-8申
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は
、
出
野
尾
、
西
長
国
両
地
区
住
民
の
理
解
と
協
力
vh
よ
h
y
現
在
建
設
中
の

衛
生
セ

Y
タ

1
隣
接
地
と
い
う
と
と
で
よ
う
や
〈
解
決
い
た
し
ま
し
た
が
、

関
係
地
区
住
民
の
同
意
を
得
る
に
あ
た
っ
て
の
条
件
と
い
た
し
き
し
て
、
各

戸
へ
の
上
水
道
給
水
装
置
工
事
費
及
び
加
入
者
分
担
金
等
を
市
で
負
担
す
る

と
と
に
念
・
9
ま
し
た
の
で
、
今
回
、
と
の
経
費
と
い
え
し
ま
し
て
千
六
百
四

十
六
万
九
千
円
の
追
加
を
念
願
い
し
、
念
公
と
の
追
加
補
正
財
源
と
し
ま
し

て
は
、
前
年
度
剰
余
金
を
も
っ
て
充
当
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

P
ま
す
。

次
に
、
議
案
第
四
十
一
号
昭
和
五
十
六
年
度
館
山
市
水
道
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
第
一
号
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
収
益
的
収
入
を
千
百
四
十
二

万
九
千
円
追
加
し
、
総
額
五
億
七
千
七
十
八
万
四
千
円

K
、
収
益
的
支
出
を

千
百
五
万
二
千
円
追
加
し
、
総
額
五
億
千
二
百
七
十
八
万
二
千
円
忙
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ

P
ま
す
。

ζ

の
内
容
は
、
ど
み
処
理
場
建
設
に
伴
う
出
野

尾
、
西
長
田
両
地
区
へ
の
給
水
工
事
を
施
行
す
る
に
あ
た
り
、
と
の
工
事
vh

要
す
る
経
費
を
補
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

p
ま
す
。

念
h
g

、
一
般
会
計
k
b
き
を
し
て
負
担
す
る
経
費
千
六
百
四
十
六
万
九
千

円
と
収
益
的
収
入
千
百
四
十
二
万
九
千
円
と
の
差
、
五
百
四
万
円
に
つ
き
ま

し
て
は
、
昭
和
五
十
六
年
度
当
初
予
算

K
沿
い
て
す
で

K
加
入
者
分
担
金
と

し
て
計
上
済
み
で
あ

p
、
を
た
収
益
的
収
入
と
収
益
的
支
出
と
の
差
に
つ
き

ま
し
て
は
市
道
を
舗
装
す
る
に
あ
た
h
p
、
走
行
し
て
実
施
し
た
工
事
費
及
び

調
査
費
等
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
各
議
案
に
対
す
る
提
案
理
由

K
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
し
た

が
、
念
念
館
山
市
立
博
物
鎗
分
館
建
設
工
事
に
係
る
工
事
請
負
契
約
の
締
結

に
つ
い
て
を
追
加
議
案
と
し
て
上
謹
を
念
願
い
す
る
予
定
で
あ
h
y
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
念
る
御
審
議
を
蝿
り
ま
す
よ
う
会
顕
い
由
申
し
上
げ
、
提
案

理
由
の
説
明
を
終
わ
P
ま
す
。

• 
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O
議
長
〈
林

直
霊
君

V

以
上
で
捜
索
理
由
の
説
明
を
終
わ
h
y
ま
す
。

延

会

午
前
十
時
二
十
三
分
延
会

O
議
長
(
林
豊
窓
〉

hx
諮
h
y
い
え
し
ま
す
。

本
自
の
会
識
は
と
れ
に
て
援
会
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
れ
舵
御
異

議
あ
h
y
ま
せ
ん
か
。

ハ
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
会
h
y

〉

O
議
長
(
林
豊
君
〉
栂
異
議
な
し
と
留
め
ま
す
。
よ
っ
て
本
自
は
と
れ
に

て
延
会
す
る
と
と

K
決
定
い
え
し
ま
し
た
。

念
会
、
明
六
月
二
十
日
及
び
二
十
一
日
は
謹
案
調
査
の
た
め
休
会
、
次
会

は
六
月
二
十
二
日
午
前
十
時
開
会
と
し
、
そ
の
議
事
は
通
告

K
よ
る
行
政
一

般
質
問
を
行
い
ま
す
。

と
の
際
、
申
し
上
げ
を
す
。
各
議
案
の
質
疑
通
告
の
締
め
切
h
y
は
六
月
二

十
二
日
正
午
を
で
で
あ
り
を
す
の
で
由
干
し
添
え
を
す
。

-9-

O
本
日
の
会
曹
に
付
し
た
事
件

一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名

一
、
会
期
の
決
定

一
、
会
議
日
程
の
決
定

て
議
案
第
三
十
七
号
乃
至
語
集
第
四
十
一
号
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